
日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４条に定める障がい者又は障がい児で法第５条第１項に定める障が

い福祉サービスその他のサービス（以下「サービス等」という。）の提供を受け

るに当たり、症状が重いために医療的なケア（以下「医療的ケア」という。）を

必要とする者（以下「重症障がい者等」という。）が医療機関、障害者支援施設

等（以下これらを「医療機関等」という。）においてサービス等の提供を受ける

ために実施する日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業（以下「事業」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 事業は、重症障がい者等が医療機関等において医療的ケアを図りながら監

護を受け、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行うことによ

り、重症障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに重症障がい者等

を介護する者（以下「介護者」という。）の介護による疲労回復及び自由な時間

の確保を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 事業は、重症障がい者等に対して医療機関等が提供するサービス等に要す

る経費を助成することにより、当該重症障がい者等及び介護者の負担を軽減する

ものとする。 

（事業の委託） 

第４条 市長は、事業を適切かつ安全に実施することができると認める医療機関等

を運営する個人又は法人（以下「委託事業者」という。）に委託して行うものと

する。 

（対象事業） 

第５条 対象となる事業の範囲は、委託事業者が運営する医療機関等が重症障がい

者等に提供するサービス等とする。ただし、法第１９条第１項の規定により支給

決定を受けた介護給付費等が給付されるものは対象としない。 

２ 事業の利用は、サービス等の提供受けた時間のうち４時間未満の利用を１ポイ

ントとするポイント制とし、１日の利用は３ポイントまで、月の利用は２８ポイ

ント以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由により特に必要と認めたとき

は、これを超えて利用することができる。 



（事業の利用対象者） 

第６条 事業を利用することができる者（以下「利用対象者」という。）は、市内

に住所を有する重症障がい者等とする。 

（事業の定員） 

第７条 一の医療機関等において事業を利用することができる利用対象者の数は、

市長が当該医療機関等の規模及び職員体制等を勘案し、別に定める。 

（医療機関等の施設） 

第８条 医療機関等がサービス等を提供する施設は、当該医療機関等を利用する重

症障がい者等１人当たりおおむね３．３平方メートル以上の面積が確保されてい

なければならない。 

（職員の配置） 

第９条 委託事業者は、適正な支援が可能と市長が認める数の職員を配置するもの

とする。 

（事業の利用の申請） 

第１０条 重症障がい者等又は介護者が事業を利用しようとするときは、日光市重

症障がい者等医療的ケア支援事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出するも

のとする。 

（事業の利用の決定） 

第１１条 市長は前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査するとともに

前条の申請をした重症障がい者等（以下「申請者」という。）の生活の状況、他

で受けているサービス等の利用状況等を勘案して、当該申請者が利用できる時

間、障がいの程度に応じた区分（以下「区分」という。）及び利用の期間を決定

し、申請者に対し日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用決定通知書（様

式第２号）により通知する。 

２ 市長は、前項の規定による利用の決定をしないときは、その理由を付して日光

市重症障がい者等医療的ケア支援事業却下決定通知書（様式第３号）により通知

するものとする。 

（事業の利用の変更） 

第１２条 前条第１項の規定により事業の利用の決定を受けた者（以下「利用者」

という。）が次の各号のいずれかに該当し、当該決定を受けた内容を変更しよう

とするときは、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用変更申請書（様式

第４号。以下「利用変更申請書」という。）により、速やかに市長に申請しなけ



ればならない。 

 (１) 利用者の住所等を変更するとき。 

 (２) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。 

 (３) 利用の内容等の変更を希望するとき。 

２ 市長は、前項の規定により届け出られた内容を適当と認めたときは、日光市重

症障がい者等医療的ケア支援事業利用変更決定通知書（様式第５号）により当該

届出をした利用者に通知するものとする。 

（事業の利用決定の取消し） 

第１３条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利

用者の利用の決定を取り消すことができる。 

 (１) 第６条の規定による利用対象者の資格を失ったとき。 

 (２) 虚偽又は不正な手段により利用の決定を受けたとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が利用の決定を取り消す必要があると認

めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、日光市重症障がい

者等医療的ケア支援事業利用取消通知書（様式第６号）により通知するものとす

る。 

（利用の契約） 

第１４条 利用者は、第１１条第１項の規定により事業の利用の決定を受け、事業

を利用しようとするときは、委託事業者と事業の利用に関する契約を締結しなけ

ればならない。 

（事業の利用に要する費用） 

第１５条 委託事業者がサービス等の提供に要する費用として事業の対象となる費

用の額（以下「基準額」という。）は、利用者の１日の利用のポイントに応じて、

別表第１に定める額とする。 

（利用者負担額等） 

第１６条 利用者が事業の利用に応じて負担すべき額（以下「利用者負担額」とい

う。）は、当該利用者の１日当たりの利用のポイントに応じて、別表第２に定め

る額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者が別表第３左欄に掲げる対象世帯に属する場

合において、当該利用者の一の月における利用者負担額が同表右欄の月額負担上

限額を超えたときの同月の利用者負担額は、同表中欄の所得区分に応じて、同表



右欄に掲げる月額上限負担額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

利用者負担額を無料とする。 

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく生活保護受給世帯に属

する者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯に属する者 

４ 利用者負担額は、サービス等の提供を受けた委託事業者に直接支払うものとす

る。 

５ 第２項又は第３項の規定の適用を受けようとする利用者は、利用の申請を行う

ときに、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業世帯状況・収入申告書（様式

第９号）に必要な書類を添えて申請しなければならない。 

６ 第２項又は第３項の規定の適用を受けている利用者が、その内容を変更し、又

は同項の規定の適用を取り止めようとするときは、利用変更申請書により申請し

なければならない。 

（助成） 

第１７条 市長は、委託事業者が利用者にサービス等を提供したときは、基準額か

ら負担額を差し引いた額（以下「助成対象額」という。）について当該委託事業

者からの請求により助成するものとする。 

 （サービス等の実施の報告） 

第１８条 委託事業者は利用者にサービス等を提供したときは、当該サービスを提

供した月ごとにこれを取りまとめ、当該月の翌月の１０日までに日光市重症障が

い者等医療的ケア支援事業実施報告書（様式第７号）に日光市重症障がい者等医

療的ケア支援事業実績記録票（様式第８号）を添付し、市長に報告（以下「報告」

という。）しなければならない。 

 （助成の請求） 

第１９条 委託事業者は、報告の内容に応じて当該報告と同時に助成対象額を算定

し、請求するものとする。 

（助成の支払期限） 

第２０条 市長は、前条の助成の請求を正当と認めたときは、当該請求の日から３

０日以内にこれを支払うものとする。 

 



（秘密保持義務） 

第２１条 委託事業者は、日光市個人情報保護条例の趣旨に則り、個人情報が適切

に保護されるよう配慮するとともに、事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又

は自己の利益のために利用してはならない。委託事業者で無くなった後において

も、同様とする。 

（指導及び助言） 

第２２条 市長は、委託事業者に対し、事業の実施に関し必要な指導又は助言をす

ることができる。 

２ 委託事業者は、事業の目的達成のために市長が行う調査等に協力しなければな

らない。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 （利用者負担額の特例） 

２ 第１６条第２項及び第３項の規定の適用を受けない利用者が同条第１項の規定

により負担すべき利用者負担額については、当分の間、同項の規定にかかわらず、

当該利用者の利用状況に応じた別表第２に掲げる額に２分の１を乗じて得た額

とする。 

 

別表第１（第１５条関係） 

 基準額 

   単 位 

 
障がい程度区分 

１ポイント 

（４時間未満） 

２ポイント 

（４時間以上８

時間未満） 

３ポイント 

（８時間以上） 

人工呼吸器を装着して

いる重症障がい者等 
12,000円 24,000円 

上記以外の医療的ケア

を必要とする重症障が

い者等 

7,500円 15,000円 

 (注) 基準額は、利用者１人１日当たりのサービス等の提供に応じた額とする 

 



別表第２（第１６条関係） 

 利用者負担額 

    単 位 

 

障がい程度区分 

１ポイント 

（４時間未満） 

２ポイント 

（４時間以上８

時間未満） 

３ポイント 

（８時間以上） 

人工呼吸器を装着して

いる重症障がい者等 
500円 1,000円 1,500円 

上記以外の医療的ケア

を必要とする重症障が

い者等 

500円 1,000円 1,500円 

(注) 利用者負担額は、利用者１人１日当たりの利用状況に応じた額とする  

 

別表第３（第１６条関係） 

対象世帯 所得区分 月額負担上限額 

障がい者及びその配

偶者が市民税非課税 
1,500円 

障

が

い

者 

障がい者及びその配偶

者が非課税、又は市民税所

得割年額の合計が１６万

円未満 

障がい者及びその配

偶者の市民税所得割

額の合計が１６万円

未満 

9,300円 

市民税非課税世帯 1,500円 障

が

い

児 

世帯の者が非課税、又は

市民税所得割年額の合計

が２８万円未満 

世帯の者の市民税所

得割額の合計が２８

万円未満 

4,600円 

 


